
その他の障がい・疾患とは？

・希望する座席での着席を認める。
・授業中の⼀時的な離席を認める。
・帽⼦の着⽤を認める。
・⼤勢の前での発表機会がある場合には、本⼈と相談のうえ、調整する。

診断書や障害者⼿帳を持たないけれど、学⽣⽣活に困難さを抱える学
⽣の皆さん、学⽣相談室や教学センターをぜひ訪ねてみてください。

配慮例

1.

2.

その他の障がい・疾患
障がい別の配慮

視覚、聴覚、肢体不⾃由、精神、発達障がい以外にも、
⽇常⽣活に⽀障をきたすような障がい・疾患は多く存在します。 

例えば、頭位めまい症、多汗症、脱⽑症、PMS（⽉経前症候群）、場⾯緘
黙症、吃⾳症などがある。個別性の⾼いこれらの症状に対して、どんな⽀
援が必要になるか、その都度話し合って調整していく。
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